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【４】日本音楽療法学会認定音楽療法士（補）試験（筆記）受験に必要な項目
１）必修講習会受講
⑴　講習会の内容
必修講習会は、音楽療法概論14コマ、音楽療法各論20コマ、事例の書き方・研究17コマ、
音楽療法技法Ａ（音楽系）20コマ、音楽療法技法Ｂ（非音楽系）10コマ、音楽療法演習９
コマの合計90コマからなる。
原則として、必修講習会の科目を一般教育機関での履修によって読み替えることはできな
い（学会が認定した科目は除く）。
講義の日程は別紙の必修講習会スケジュール参照。

⑵　必修講習会の開催サイクル
必修講習会は２年サイクルで行われる。

⑶　受講順序（および受講条件）
必修講習会は全90コマを日程表（別紙参照）の順番に従って受講することが基本である。
途中からの受講はできない。欠席は限定された講座の流れに影響を与えるので原則として
認めていない。受講科目によっては代替案の提示がある。
※�遅刻・欠席の扱いについてはシラバスに掲載する（2020年５月発行予定）。なお、シラバ
スは受講前の試験合格者に送付される。

⑷　講習会の申し込み
講習会は、１開催の申し込みと受講料の払い込みをその都度行う。
受講料は別表に定める。

⑸　欠席の返金
欠席する場合は文書（FAX� 可）にて学会事務局まで連絡する。欠席したコマについては
一律3,000円を返金する。無断欠席の場合は返金しない。

⑹　中断の場合
このサイクルでの必修講習会コースを中断する場合も文書（FAX可）にて学会事務局まで
連絡する。

⑺　�講座ごとのレポート、課題および試験各講座の講義終了時にレポートや課題提出、あるい
は試験が課せられる。試験は得点が60％未満の場合、不合格となり再試験を受験する。レ
ポートや課題は講師が不可と判断した場合、再提出する。また、再試験受験料として2,500
円、レポート再提出査読料としてレポート（特殊な課題を含む）１本につき2,500円を支払
う。再提出で再び不合格の場合、その講座が不合格となる。
レポートはメール添付にて提出する。提出方法は学会ホームページ「レポート提出方法」
を参照。
特殊な課題（楽譜課題等）はレターパック等の発送が記録される送付方法で送ること。締
め切り日を過ぎてからのレポートや課題の提出は一切認められない。レポートや課題が不
合格あるいは未提出の場合、その講座は不合格となる。

⑻　科目終了時の試験
各科目のすべての講座を受講終了すると、その科目の最終試験を受けることができる。最
終試験がレポートとなることもある。試験が不合格の場合は再試験を受験する。再試験受
験料2,500円を支払う。すべての科目の最終試験、またはレポートの合格をもって受講が終
了したことが認められ、必修講習会の修了証を取得できる。なお、受講したコマの再受講
は認めない。








